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2025 年度 ＭＦＪ国内競技規則 一部改正について 

 

第２章 8-15 FIM ライセンス、FIM コンチネンタル（アジア）ライセンス 及び  

付則 1 MFJ ライセンス昇格・降格に関する規則 を以下の通り一部改正する。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上 



 

2025 年度 ＭＦＪ国内競技規則 一部改正 

第2章 8-16 FIMライセンス、FIMコンチネンタル（アジア）ライセンス 

改正 現行 

【ライセンス申請資格】 

MFJライセンス会員 競技ライセンス以上であること（エンジョイライセンスは

含まない） 

・FIMライセンス年間取得→MFJ競技ライセンス 国際資格以上※ 

・FIMライセンス1大会取得→MFJ競技ライセンス資格以上 

・FIMコンチネンタルライセンス年間・1大会→MFJ競技ライセンス資格以上 

※ MFJ競技ライセンス 国際資格を有しない選手は、原則FIMライセンスの年間

取得は認められない。ただし、付則１．5-6に於ける特別審査により妥当と認

められた場合、FIMライセンスの年間取得が許される。 

 

【ライセンス申請資格】 

MFJライセンス会員 競技ライセンス以上であること（エンジョイライセンスは

含まない） 

・FIMライセンス年間取得→MFJ競技ライセンス 国際資格以上 

・FIMライセンス1大会取得→MFJ競技ライセンス資格以上 

・FIMコンチネンタルライセンス年間・1大会→MFJ競技ライセンス資格以上 

 



付則 1 MFJ ライセンス昇格・降格に関する規則                                            

改正 現行 

5-6 ロードレース特別審査 

ロードレース特別審査は、将来有望な若手選手に対し、実績に応じて通常よりも

上位のクラスへ参加可能なライセンス発給を特別に認める制度です。この制度は、

選手の早期育成とモチベーション向上を促し、国際舞台で活躍できる選手を輩出

するとともに、ロードレース競技全体の活性化を図ることを目的とする。 

 

5-6-1 MFJ国内競技ライセンスの特別審査 

（１）ジュニアから国内への特別審査 

 下記クラスを対象とし特別審査の申請を提出することができる。 

 ジュニアから国内への申請可能なクラス（MFJ承認競技会以上に登録さ 

 れているもの） 

十勝スピードウェイ JP250、Street250、CBR250R/RRカップ十勝ミニバイクレース（スプ

リント） 

スポーツランドUGO J-GP3、JP250、CBR250R/RRカップ 

筑波サーキット J-GP3、JP250、CBR250R/RRカップ S80 

モビリティリゾート

もてぎ 

JP250 

鈴鹿サーキット J-GP3、JP250 

岡山国際サーキット J-GP3、JP250、CBR250R/RRカップ 

HR九州 JP250 

オートポリス JP250 

SPA直入 JP250 

 同一ライセンス年度内のロードレースジュニアからロードレース国際

ライセンスへの特別審査の申請は認められない（ジュニアから国内への

5-6 ロードレース特別審査 

5-6-1 ジュニアから国内への特別審査 

 下記クラスを対象とし特別審査の申請を提出することができる。 

 ジュニアから国内への申請可能なクラス（MFJ承認競技会以上に登録さ 

 れているもの） 

十勝スピードウェイ JP250、Street250、CBR250R/RRカップ十勝ミニバイクレース（スプ

リント） 

スポーツランドUGO J-GP3、JP250、CBR250R/RRカップ 

筑波サーキット J-GP3、JP250、CBR250R/RRカップ S80 

モビリティリゾート

もてぎ 

JP250 

鈴鹿サーキット J-GP3、JP250 

岡山国際サーキット J-GP3、JP250、CBR250R/RRカップ 

HR九州 JP250 

オートポリス JP250 

SPA直入 JP250 

 

 

 

 

 

 

同一ライセンス年度内のロードレースジュニアからロードレース国際

ライセンスへの特別審査の申請は認められない（ジュニアから国内への



昇格者においても2階級昇格は認められない）。同一ライセンス年度と

は、2024年ライセンスの場合、2024年4月1日～2025年3月31日をいう。 

（２）国内から国際への特別審査 

 当該年のアジアをはじめとするタレントカップレースおよびアジアロ

ードレース選手権の成績を以て特別審査を申請することができる。 

（３）申請は、書式「ロードレース特別審査申請書」に必要事項を記入し、 

 顔写真、成績を証明するリザルト、申請料5,500円 （込））を添え、MFJ 

 事務局に申請する。 

（４）申請受付は、2025年11月1日から2026年1月5日（必着）とし、MFJ事務 

 局へ申請すること。 

（５）特別審査は、サーキット施設が第一審査を行い、MFJ専門委員会の最終 

 審査により決定する。 

 

5-6-3 FIM競技ライセンスの特別審査 

（１）ジュニアからFIMライセンス発給の特別審査 

 ジュニアライセンス所持者は、FIMライセンス（参加シリーズ限定）取 

 得のために特別審査を申請することができる。 

（２）申請は、書式「ロードレース特別審査申請書」に必要事項を記入し、 

 顔写真、「成績を証明するリザルト （前年もしくは当概年のアジアをは 

 じめとするタレントカップレースおよびアジアロードレース選手権）」、 

 「FIMライセンス発給嘆願書」、「参加するTeamからの招聘証明」、「参 

 加シリーズプロモーターからの参加承認証明」、申請料5,500円（込）） 

 を添え、MFJ事務局に申請する。 

（３）この特別審査は、年度途中でも申請することができる。 

（４）FIMライセンスの特別審査が認められた場合でも、MFJ国内競技ライセ 

 ンスの資格は、ジュニアライセンスから変更されない。 

（５）特別審査は、MFJ専門委員会での審査結果により決定する。 

 

昇格者においても2階級昇格は認められない）。同一ライセンス年度と

は、2024年ライセンスの場合、2024年4月1日～2025年3月31日をいう。 

 

5-6-2 国内から国際への特別審査 

 当該年のアジアタレントカップおよびアジアロードレース選手権の成 

 績を以て特別審査を申請することもできる。 

 

5-6-3 この申請は、書式「ロードレース特別審査申請書」に必要事項を記入し、 

 顔写真、成績を証明するリザルト、申請料5,500円（込））を添え、MFJ 

 事務局に申請する。 

 

5-6-4 この申請の受付は、2025年11月1日から2026年1月5日（必着）とし、MFJ 

 事務局へ申請すること。 

 

5-6-5 この特別審査は、サーキット施設、MFJ専門委員会での審査結果による。 

     

下線部は変更箇所を表す 


